
１　職員の任用及び職員数に関する状況

(1)職員の任用に関する状況
 ①採用の状況（平成30年度）

 ②退職者の状況（平成30年度）

分限免職 懲戒退職 死亡退職

(2)部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

（注） １　職員数は一般職に属する職員数である。
２　[     ]内は、条例定数の合計である。
３　公営企業等会計部門その他は、国民健康保険特別会計

(3)年齢別職員数の状況（平成30年4月1日現在）

(4)定員管理の数値目標及び進捗状況
 ①平成29年4月1日～平成34年3月31日における定員管理の数値目標（第5次）

 ②第5次定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年4月1日現在）

（注） １　計画期間は、平成30年～令和4年の5年間である。
２　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。
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２　職員の給与の状況

(1)人件費の状況（普通会計決算）

（注） １　実質収支は、形式収支（歳入－歳出）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した決算額
２　人件費は、議員、委員報酬、職員給与、退職金等を合算したもの

(２)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。
２　職員数は、30年 4月1日現在の在職者数である。

（３） ラスパイレス指数の状況

（注） １　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

（４）職員の平均給与月額、初任給等の状況
  ① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（30年4月1日現在）

歳 円 歳 円

（注） １　「平均給料月額」とは、30年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
２　「平均給与月額」とは、期末手当、勤勉手当を除いた全ての手当を含めて算出したもの　　　　　 

 ② 職員の初任給の状況（30年4月1日現在）

円 円
円 円

（５） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（30年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（６） 一般行政職の級別職員数の状況（30年4月1日現在）

（7）期末手当・勤勉手当の状況（30年4月1日現在）
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（8）退職手当の状況（30年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、30年度に退職した職員に支給された平均額である。

（９）職員手当の状況
ア 特殊勤務手当

千円

　円

　％

 イ 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

ウ その他の手当

円 57

円 40

円 3856,9472,164

（30年度決算）

千円 263,211

住居手当
住居を借り受けしている職員に支
給されます。
借り受け最高支給額27,000円。

同じ 11,398 千円 284,950

支給職員１人当たり

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 30 年 度 決 算 ）

主な支給対象職員

支給実績（30年度決算）

39.7

異なる内容 （30年度決算） 平均支給年額

①及び②の手当　1回300円
③の手当　1回1,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

47.70

暴風雨警報発令時から解除されるまで
の間において勤務した場合

感染症の病原体が発生し、又は発生
する所がある場合において、感染症患
者若しくは感染症の疑のある患者の救
護若しくは感染症の病原体の附着した
物件若しくは附着の危険がある物件の
処理作業に従事したとき、又は伝染病
菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有
する疑いのある家畜に対する防疫作業
に従事したとき

暴風雨時勤務手当 1時間　700円

職員感染症防疫作業手当

職員行旅病人等取扱手当

24.58

国

19.7

3

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度）

手当の名称

47.70

47.70

主な支給対象業務

0.0

19.7

職員

扶養手当

扶養親族（配偶者、22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にあ
る子、60歳以上の父母等）のいる職員
に支給されます。
・配偶者13,000円
・その他2人まで6,500円、3人目から
5,000円（配偶者がいない場合うち1人
については11,000円）
・16歳から22歳の子1人につき5,000
円加算

同じ 15,003

通勤手当

通勤距離が2㎞以上で、バス等を
利用している職員に支給されま
す。
・交通機関が定期券等を発行して
いる場合6ヶ月の定期券等の額
・【自家用車】距離に応じて2,000
円～24,500円

同じ

手　当　名 内容及び支給単価 との異同

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ）

国の制度 国の制度と 支給実績

千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ）

39.7

手当の種類（手当数）

47.70

28.0

24.58

2,616

31.28

47.70

①精神病者を取り扱う職員
②行旅病人を取り扱う職員
③行旅死亡人を取り扱う職員

0

12,792

31.28

1日　100円

36

16

支 給 実 績 （ 30 年 度 決 算 ） 3,749

28.0

47.70

0

国　　　　　　　　　　　頭　　　　　　　　　　　村
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円

円

円 146

エ　特別職の報酬等の状況（30年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
７２０，０００×在職年数×１００分の５００ １４，４００，０００円 任期毎
５８４，０００×在職年数×１００分の３００ 　７，００８，０００円 任期毎
５４９，０００×在職年数×１００分の２５０ 　5，490，０００円 任期毎

(注） １　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間の状況

(注） 保育所勤務職員等、勤務の特殊性によりこの勤務時間によりがたい職員の勤務は別に定めている。  

（２）年次休暇の状況(平成30年1月1日～同年12月31日まで）

日 日 人 日
(注） 年次有給休暇は、1年ごとに20日（中途採用者は別に定める日数）が付与されていて、20日を超えない範囲内の残日数は、

翌年に繰り越すことができる。

（３）特別休暇等の状況(平成30年4月1日現在）

　10　生後1年に達しない子のために必要と認められる授乳等を行う場合 　1日2回各30分以内
　11　配偶者の出産休暇 　3日以内

　5　 結婚休暇 　5日以内
　6　 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支
障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

　1日1時間以内

　7　 妊娠中及び出産後の女性職員が健康診査及び保健指導を受ける場合 　1日以内で必要な時間
　８　 産前産後休暇 　産前8週間以内、産後8週間以内
　９　 生理休暇 　その都度2日以内

種　　　　類 付与日数
　1   選挙権等の権利行使のための休暇 　必要と認められる期間
　2   裁判員、証人等として官公署へ出頭するための休暇 　必要と認められる期間
　3   骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇 　必要と認められる期間
　4　 ボランティア休暇 　5日以内

週休日

教 　育 　長 549,000

村 長

38時間 午前8時30分 午後5時15分 午後12時～午後1時 日曜日及び土曜日

給

料

809,400

1週間の勤務時間
勤務時間の割り振り

始業 終業

365,000

備　　　　考

3.15

3.15

135,800

220,000

168,100

教 育 長

0

宿日直手当
宿直勤務又は日直勤務を命ぜら
れた職員に支給
勤務1回につき、4,200円

同じ 616 千円 4,219

休日勤務手当
休日において正規の勤務時間中
に勤務した職員に支給されます。

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員
に支給します。
・課長20,000円

異なる

手当の支給割
合について
・国→最高で給
料月額の
25％、課長補
佐級への支給
あり。
・村→最高で
20,000円、課長
補佐級への支
給なし。

2,901 千円 240,000

203,000

671,700

副 村 長

285,000

263,000

720,000

同じ 0 千円

区 分

副 議 長
報

酬

263,000

584,000

副 村 長

218,000

議 長

　　（30年度支給割合）

議 長

市 区 町 村 長

退
職
手
当

期
末
手
当

　　（30年度支給割合）

副 村 長

議 員
副 議 長

364,000

議 員

休憩時間

総付与日数 総使用日数 全期間在職職員数 1人当たり平均使用日数
3,930 1,164 109 10.7

364,500

（参考）類似団体における最高／最低額
給 料 月 額 等

村 長

4



４　職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況(平成30年度）

（注） 分限処分は、地方公務員法又は条例に定める事由に該当する場合に限り、任命権者が職員の意に反して、その身分に
不利益な変動をもたらす免職等の処分のことをいう。

（２）懲戒処分の状況(平成30年度）

(注） 懲戒処分は、法に定める事由に該当する場合に、職員の非違の責任を明らかにして科される制裁として、任命権者が
職員の身分に不利益な変動をもたらす免職等の処分のことをいう。

５　職員の服務の状況

（１）職務専念義務免除の概要
　職員は、勤務時間及び職務上の注意力を全てをその職務遂行のために用い、住民全体の奉仕者として公共の利益のために
勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念する義務があるが、法律や条例等に定めがある場合は、職務専念
義務が免除される場合がある。

（2)営利企業等の従事の許可の状況

(注） 職員は、任命権者の許可を受けなければ営利企業等の役職等を兼ねることや、自ら営利企業を営むこと、その他報酬を
得ていかなる事業又は事務にも従事することはできない。

６　職員の研修の状況(平成30年度）

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１)健康診断等の実施状況（平成30年度）

人
人
人

（２)公務災害補償の状況

　①公務災害(平成30年度）

　②通勤災害(平成30年度）
前年度末現在
未処理件数

受理件数
認定件数

取下げ件数
年度末

未処理件数通勤災害該当 通勤災害非該当
0 0 0 0 0 0

前年度末現在
未処理件数

受理件数
認定件数

取下げ件数
年度末

未処理件数公務上 公務外
0 1 1 0 0 0

0 0

0

職員健康診断
人間ドック 全職員 96
脳ドック 4

PET 0

期間
27

県内

県外

1日～5日沖縄県自治研修所研修

区分 内容 対象者 受診者

0
区分

営利企業等の従事の許可申請

　職務上の義務違反又は怠慢（法29条第1項第2号）
　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第29条第1項第3号）

2
日本経営協会（大阪府）

4日間

　15　夏季休暇 　5日以内
　16 風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇 　1週間の範囲内で必要と認められる期間
　17  風水震火災等による職員の退勤途上における身体の回避を
事由とする休暇

　必要と認められる期間

　18 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限
又は遮断を事由とする休暇

　必要と認められる期間

　19 村、県、国を代表して諸行事に参加する場合 　必要と認められる期間

　12　小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務し
ないことが相当であると認められる場合

　5日以内

　13　忌引休暇 　配偶者の場合10日以内　ほか
　14 父母の追悼の休暇 　1日

合　　　　　　　　　　計

　職に必要な適格性を欠く場合（法第28条第1項第3号）

0

全国市町村国際文化センター(滋賀県)

0
申請件数

3日間2

区　　　　分

2日間

許可件数

地方自治研究機構

人数

　法令違反（法29条第1項第1号）

研修機関名

2

降任

　刑事事件に関し起訴された場合（法第28条第2項第2号） 

　勤務成績が良くない場合（法28条第1項第1号）
　心身の故障の場合（法28条第1項第2号、第2項第1号）

　条例に定める事由による場合（法第27条第2項） 

区　　　　分

戒告

0

0

0

0

0

0
0 0

0

0

0
免職

0
0

合計

　法第28条第4項により失職した者
合　　　　　　　　　　計

減給 停職

　職制等の改廃等により過員等を生じた場合（法第28条第1項第4号）

0

0

〃
〃

合計休職免職
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